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おわりに

はじめに

　未成年者に自己の責任を弁識する能力（責任能力）がない場合、たと

え他人に損害を加えても、民法 712 条により、その賠償責任を負わない。

その場合、民法 714 条は、この責任無能力者について法定の監督義務を

負う者（同条 1 項）、及びこの者に代わって監督義務を負う者は（同条 2

項）、その監督義務を怠らなかったことを証明しない限り、責任を負う

と規定する。このようなケースで、法定監督義務者である親権者が、従来、

監督義務を尽くしたとして、その責任を免れた裁判例はほとんど存在し
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なかった。このような流れのなか、責任能力がない 11 歳の小学生が校

庭で蹴ったサッカーボールが路上に飛び出し、それを回避しようとして

転倒した高齢者が、受傷後、死亡に至った事件について、最高裁平成 27

年 4 月 9 日第一小法廷判決は、当該未成年者の親権者について、監督義

務の怠りはなかったとして、その免責を認めた（1）。本判決は、事実上無

過失責任を負うといってよい状況にあった責任能力のない未成年者の親

権者の監督義務者責任について、限定的な場面ではあるが、一定の歯止

めを認めるとともに、その判断枠組みについて、自己責任か代位責任か

といった監督義務者責任の性質論とも関係し、問題を提起するものであ

る。本稿では、この判決を端緒として、責任能力なき未成年者の監督義

務者責任の判断枠組みについて、あらためて検討していきたいと思う。

１．監督義務について

　民法 714 条の監督義務者の責任について、起草者は、旧民法の規定（財

産編 371 条以下）における「他人ノ所為又ハ懈怠」について責任を負う主

義はとらず、自己が「監督義務ヲ怠ル」際に責任があるとし、過失責任

主義を採用した（2）。これにより、民法 714 条による監督義務者責任と民

法 709 条との関係が問題となるが、民法 714 条の監督義務者責任の沿革は、

家族団体の統率者としての家長が、その家族団体に属する者の客観的に

違法な行為に対して絶対的責任を負うというゲルマン法流の団体主義的

な責任論と、近世のローマ法の個人主義的賠償責任論との妥協にあり、（民

法 709 条の）一般の不法行為責任との具体的な相違としては、監督者の過

失は、損害ないし損害発生の危険を防止ないし回避するべく行為する義務

の違反ではなく、責任無能力者の監督を怠ったというもので足り、さらに、

監督者の過失（監督義務違反）に関する挙証責任が、被害者から加害者に

転換され、中間責任を定めていると説明されてきた（3）。

　その後、民法 714 条の監督義務者責任とは、判断能力が低く加害行為

を行いやすい責任無能力者の加害行為について、いわば「人的危険源」

の継続的「管理者」に課される民法 709 条より重い一種の危険責任であ

る（4）、あるいは、父母と同居する未成年の子に教育・監護・善行をな

すという重い義務を内容とする家族関係の特殊性（特に父母の義務）に
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基づく一種の保証責任であるとの主張がなされた（5）。

　監督義務については、特定の加害行為の防止に関する具体的監督義務

と、被監督者の行動一般に関する一般的監督義務の 2 種類が存在する（6）。

前者は、被監督者がある程度特定化された状況の下で、損害発生の危険

をもつ、ある程度特定化された行為をすることを予見し、かつ、その危

険を回避または防止するよう監督すべき義務とされ、後者は、責任無能

力者の生活全般にわたって監護し、危険をもたらさないような行動をな

すよう教育し、躾をする義務である。

　前者では、粗暴といった被監督者の性質の存在や、直前に危険な行為

をしていた場合に、監督義務違反が問われるが、後者については、この

ようなことは問題とならない。

　未成年者の親権者のように、被監督者の身上を監護する任務を負う者

は、前者のみならず、後者の義務も問題となるが、小学校の教員のよう

に、その任務が、特定の生活場面での監護に限られている者は、原則と

して、前者の義務のみが問われる。

　前者の違反が認められる場合は、それだけで監督義務違反責任が生じ

るが、未成年者に対する親権者または後見人のような監督義務者は、前

者の義務違反がなくとも、後者の義務違反による責任が問われる。また、

後者は、被監督者の生活全般に対する広範かつ高度な監督義務とされて

おり、その義務の怠りがないことの立証は困難であり、免責されるケー

スがほぼないのに対し、前者については、具体的な危険行為に対する監

督義務が問題とされることから、義務違反がないことを証明し、監督者

が免責されたケースが少なからず存在する。

２．最高裁平成２７年４月 9 日第一小法廷判決（サッカーボール事件最

高裁判決）（7）

　まず、従来の流れに反し、責任能力のない未成年者の親権者について、

監督義務を尽くしたとして、最高裁が初めてその免責を認めた本判決を

見ていく。

（１）事案の概要

　本件は、自動二輪車を運転して小学校の校庭横の道路を進行していた
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Ａが、その校庭から転がり出てきたサッカーボールを避けようとして転

倒して負傷し、その後死亡したことにより、相続人であるＸらが、サッ

カーボールを蹴ったＢ（当時 11 歳）の父母であるＹらに対し、 民法 709

条又は７14条 1項に基づく損害賠償を請求したものである。最高裁では、

ＹらがＢに対する監督義務を怠らなかったか否かが争われた。

　Ｂ（当時 11 歳 11 箇月）は、平成 16 年 2 月当時、愛媛県の小学校に

通学していた児童である。本件小学校は、放課後、児童らに対して校庭

を開放しており、本件校庭の南端近くには、ゴールネットが張られたサッ

カーゴールが設置されていた。本件ゴールの約 10 ｍ後方に、門扉の高

さ約 1.3 ｍの南門があり、その左右には本件校庭の南端に沿って高さ約

1.2 ｍのネットフェンスが設置されていた。また、本件校庭の南側には

幅約 1.8 ｍの側溝を隔てて道路があり、南門と本件道路との間には橋が

架けられていた。本件小学校の周辺には田畑も存在し、本件道路の交通

量は少なかった。

　Ｂは、平成 16 年 2 月 25 日の放課後、本件校庭において、友人らと共

にサッカーボールを用いてフリーキックの練習をしていた。Ｂが本件

ゴールに向かってボールを蹴ったところ、そのボールは、本件校庭から

南門の門扉の上を越えて橋の上を転がり、本件道路上に出た。折から自

動二輪車を運転して本件道路を西方向に進行してきたＡ (当時 85歳 )は、

そのボールを避けようとして転倒し、本件事故により左脛骨及び左腓骨

骨折等の傷害を負い、入院中の平成 17 年 7 月 10 日に誤嚥性肺炎により

死亡した。

（２）判旨

　①「(a) 満 11 歳の男子児童であるＢが本件ゴールに向けてサッカーボー

ルを蹴ったことは、ボールが本件道路に転がり出る可能性があり、本件

道路を通行する第三者との関係では危険性を有する行為であったという

ことができるものではあるが、(b) Ｂは、友人らと共に、放課後、児童

らのために開放されていた本件校庭において、使用可能な状態で設置

されていた本件ゴールに向けてフリーキックの練習をしていたのであ

り、このようなＢの行為自体は、本件ゴールの後方に本件道路があるこ

とを考慮に入れても、本件校庭の日常的な使用方法として通常の行為で

ある。また、(c) 本件ゴールにはゴールネットが張られ、その後方約 10



5

国際関係論叢第 6 巻 第 1 号（2017）

ｍの場所には本件校庭の南端に沿って南門及びネットフェンスが設置さ

れ、これらと本件道路との間には幅約 1.8 ｍの側溝があったのであり、

本件ゴールに向けてボールを蹴ったとしても、ボールが本件道路上に出

ることが常態であったものとはみられない。(d) 本件事故は、Ｂが本件

ゴールに向けてサッカーボールを蹴ったところ、ボールが南門の門扉の

上を越えて南門の前に架けられた橋の上を転がり、本件道路上に出たこ

とにより、折から同所を進行していたＡがこれを避けようとして生じた

ものであって、Ｂが、殊更に本件道路に向けてボールを蹴ったなどの事

情もうかがわれない。」

　②「(a) 責任能力のない未成年者の親権者は、その直接的な監視下に

ない子の行動について、人身に危険が及ばないよう注意して行動するよ

う日頃から指導監督する義務があると解されるが、本件ゴールに向けた

フリーキックの練習は、上記各事実に照らすと、通常は人身に危険が及

ぶような行為であるとはいえない。また、(b) 親権者の直接的な監視下

にない子の行動についての日頃の指導監督は、ある程度一般的なものと

ならざるを得ないから、通常は人身に危険が及ぶものとはみられない行

為によってたまたま人身に損害を生じさせた場合は、当該行為について

具体的に予見可能であるなど特別の事情が認められない限り、子に対す

る監督義務を尽くしていなかったとすべきではない。」

　「本件では、Ｂの父母であるＹらは、危険な行為に及ばないよう日頃

からＢに通常のしつけをしていたというのであり、Ｂの本件における行

為について具体的に予見可能であったなどの特別の事情があったことも

うかがわれない。そうすると、本件の事実関係に照らせば、Ｙらは、民

法 714 条１項の監督義務者としての義務違反はなかったというべきであ

る。」

（３）第一審・控訴審判決

　最高裁判決では、Ｂの父母であるＹらが、Ｂに対する監督義務を怠ら

なかったかについて専ら判断が示されているのに対し、本件の第一審の

大阪地裁平成 23 年 6 月 27 日判決は（8）、「本件事故当時、被告がフリー

キックの練習を行っていた場所と位置は、ボールの蹴り方次第では、ボー

ルが本件校庭内からこれに接する本件道路まで飛び出し、同道路を通行

する二輪車等の車両に直接当て、又はこれを回避するために車両を急制
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御等の急な運転動作を余儀なくさせることによって、これを転倒させる

等の事故を発生させる危険性があり、このような危険性を予見すること

は十分可能であったといえ」、「したがって、このような場所では、そも

そもボールを本件道路に向けて蹴るなどの行為を行うべきではなかった

にもかかわらず、Ｂは、漫然と、ボールを本件道路に向けて蹴ったため、

当該ボールを本件校庭内から本件道路上に飛び出させたのであるから、

このことにつき、過失があるというべきである。」として、Ｂが、ボー

ルが路上に飛び出し、道路を通行する車両の転倒事故が発生することは

予見可能であったとして、Ｂの過失を認めている。しかし、Ｙらの責任

については、監督義務について特に検討することなく、親権者としてＢ

の監督義務を負うＹらは、民法 714 条 1 項により賠償責任があるとした。

　そして、控訴審の大阪高裁平成 24 年 6 月 7 日判決は（9）、地裁判決を

詳細化する形で判断を示している。すなわち、「道路外の他の者は、自

動車等を含む公道の通行を妨害しないように措置すべき注意義務を負

い」、サッカーゴールの位置、ネットフェンスの門扉の高さや位置から

すると、「ボールがゴールを外れ門扉やネットフェンスを越えて本件道

路に飛び出ることが十分予想されたといえ」、ボールを校庭外に飛び出

させた行為について、Ｂに過失があったとする。さらに、親権者の監督

義務者責任を否定した過去の最高裁判決は、未成年者の行為の違法性が

ないことを理由としており（10）、本件高裁判決でも、Ｂの行為の違法性

を巡って検討がなされた。これについて、「校庭内の球技であり遊びで

あることなど、一般にそれ自体は容認される遊戯中の行為であったから

といって、その結果第三者に傷害が生じた場合でもその行為にすべて違

法性がないということはできず、小学生の蹴るボール自体が危険なエネ

ルギー（重量、速度、固さ）を持つ場合は少ないと解されるが、そのよ

うなそれ自体が危険性を持っていないボールであっても不意に視界に飛

び出せば、二輪車、自転車で進行する老人や幼児に対しては、時として

転倒を招来する危険性があるから、球技をする者は本件のように球技の

場が人の通行する公道と近接している場合は、球技の場から公道へボー

ルを飛び出させないよう注意すべき義務を負い」、そして、「注意義務の

有無・内容は、具体的な状況の下で、予想される危険性との関係におい

て個別的具体的に決定されるものであるから、ボールを蹴る者が競技上
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の定位置からボールに向かってボールを蹴ったからといって、違法性が

阻却されたり、過失が否定されるものでない」とする。そして、Ｙらの

責任については、「子供が遊ぶ場合でも、周囲に危険を及ぼさないよう

注意して遊ぶよう指導する義務があり、校庭で遊ぶ以上どのような遊び

方をしてもよいというものではないから、この点を理解させていなかっ

た点で、Ｙらは監督義務を尽くさなかった」とした。

　本件の地裁判決、高裁判決では、Ｂの行為の検討が中心であり、ボー

ルの路上への飛び出しと事故発生の危険性についてのＢの予見可能性と

それに基づく過失を認めた後は、簡単にＹら親権者の監督義務の違反を

認め、その責任を肯定している。

（４）最高裁判決の検討

　最高裁が判断を示したのは、Ｙらの監督義務違反についてのみであ

る。すなわち、本判決は、いわば親権者の一般的監督義務に対応するも

のとして、② (a) で、責任能力のない未成年者の親権者に、その直接的

な監視下にない子の行動について、人身に危険が及ばないよう注意して

行動するよう日頃から指導・監督する義務があることを認める。これに

ついて問題となるのは、どのようなことまで求められるかである。② (b)

で、それは、決して、一律的なものでも、また、監督義務を尽くすのが

実際には困難なものばかりでないことが示される（11）。すなわち、親権

者の直接的な監視下にない子の行動についての日頃の指導監督は、ある

程度一般的なものとならざるえないことを認め、「通常は人身に危険が

及ぶものとはみられない行為」によって「たまたま」人身に損害を生じ

させた場合には、一般的な指導・監督をしていれば、すなわち判決のい

う「通常のしつけ」を行っていれば、「当該行為について具体的に予見

可能であるなど特別の事情が認められない」限り、監督義務違反はなく、

免責が認められるとした。

　そして、最高裁は、Ｂのゴールに向けたフリーキックの練習は、「通

常は人身に危険が及ぶような行為」に該当しないとする。この評価は、

本件校庭の日常的な使用方法として通常の行為であり ( ① (b))、本件に

おける設備やゴールの位置関係等から、ボールが本件道路上に出ること

が常態ではなかったこと ( ① (c))、また、本件事故が殊更に道路に向け

てボールを蹴ったことによるものではない ( ① (d)) という 3 つの事実に
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基づくとする。これらにより、行為時の客観的状況のもとで行為の危険

性を評価し、それに応じた監督義務が尽くされていたかを問うといえ

る。これらの事実のうち、「通常は人身に危険が及ぶような行為」に該

当しないとした本件の判断の中心となるのは① (c) であるが、① (d) か

ら解釈すると、故意にボールを道路に蹴ることは、行為の危険性を上昇

させ、① (c) による基本的な評価の否定につながる。これら 2 つの事実

については、当該行為の危険性の判断に直接係わる事実であるのに対

し、① (b) については、厳密には行為の危険性と直結するものではない
（12）。しかし、この「通常は人身に危険が及ぶような行為」か否かの判断は、

具体的な危険の予見可能性に基づく監督義務におけるものではなく、親

権者の一般的な監督義務についてのものであるから、校庭で通常行われ

る行為であれば、通常、危険が生じないであろうという期待を認めるべ

きであり、これを判断要素としていると思われる。

　また、本判決でも、原審と同じく、① (a) で、本件ゴールに向けてサッ

カーボールを蹴ったことにより、ボールが本件道路に転がり出る可能性

があり、周囲に危険が及ぶ危険性があることに触れている。原審は、こ

れをもって、これらに関するＢの予見可能性と、それに基づく過失や違

法性を認めたが、本判決では、そもそも、これらを検討しておらず、Ｙ

の監督義務違反の検討おいても、このような抽象的な危険によって、Ｂ

の「通常は人身に危険が及ぶような行為」を認めることはない。

　最高裁と原審では、なによりも判断構造が大きく異なる。原審では、

Ｂの過失や違法性が検討され、それが肯定されたことをもって、Ｙの監

督義務者責任が認められるという構造であった。しかし、本判決では、

そもそも、Ｂの過失や違法性を検討していない。そして、直接的な監視

下にない（それが認められる）子について、「通常は人身に危険が及ぶ

ような行為」か否かで表される、行為の危険性をもとに、Ｙに通常のし

つけか、あるいは、それ以上の指導・監督をなす義務を認めるものであ

る。ただし、行為の危険性の評価のなかに出てくる要素は、もしＢの過

失を判断するのであれば、その考慮要素となるものといえる。

　本判決で、Ｂの行為の態様等が監督義務の判断で考慮されたことに関

し、本件を担当した菊池最高裁判所調査官は、民法 714 条 1 項の規定の

趣旨のなかで、責任弁識能力のない未成年者の行為については過失に相
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当するものの有無を考慮することができず、不法行為責任が成立しない

と述べる、失火責任法と監督義務者責任の関係が問われた最判平成 7 年

1 月 24 日が参考になると指摘されているので（13）、３（２）で、これを

検討し、これを併せて、監督義務者責任の判断構造について考察してい

く。

３．従来の裁判例

　責任能力なき未成年者の親権者の監督義務者責任に関する最高裁判決

は３件存在する。

　このうち２件は、遊技中の行為による受傷事件について、責任能力な

き未成年者の行為の違法性に関して判断を示したものであり、もう１件

は、失火の事件で、責任能力なき未成年者の過失・重過失や行為態様の

考慮が問題になった事件である。

　（１）遊技中の行為の違法性判断

　一つめは、鬼ごっこによる事件の最判 37 年 2 月 27 日である（14）。小

学校 2 年生であったＸが、小学校の校舎で学友らと「鬼ごっこ」をして

いたが、追いかけられ逃げるため、付近に立っていた当時小学校の 1 年

生であったＹに背負うよう頼んだ。Ｙはこれを承諾して背を向けたの

で、Ｘは急いでＹの背に負われると同時に、Ｙに走るよう促したところ、

Ｙは走ろうとしてその場にＸを背負ったまま転倒し、Ｙが負傷した。こ

れにより、Ｘの監督義務者であるＸの親に対し、損害賠償請求がなされ

た事件である。

　これに対し、最高裁は、Ｙの負傷は加害者とされるＸら児童の「鬼ごっ

こ」にＹが関与した上で発生したものと認められるから、Ｙ自身も、そ

の時「鬼ごっこ」に加ったものとみなければならないとしたうえ、自己

の行為の責任を弁識するに足りる知能を具えない児童が「鬼ごっこ」と

いう一般に容認される遊戯中前示の事情の下に他人に加えた傷害行為

は、特段の事情の認められない限り、違法性を阻却すべき事由あるもの

と解するのが相当であるとした。

　二つめは、戦争ごっこによる事件の最判昭和 43 年 2 月 9 日である（15）。

当時小学 2 年生であったＸ、Ｙが、手製の弓と矢を携えて、Ａ（6 歳）
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らと戦争ごっこまたはインデイアンごっこという遊戯をしていた際に、

ＸがＡに向かって放った矢がＡの左眼に命中し、失明した事件につい

て、Ｘの両親に対し民法 714 条に基づく損害賠償請求がなされたもので

ある。これについて、最高裁は、Ｘの行為は、遊戯中の行為であるから

といっても、その行為の態様、特に、本件のように重大な結果を発生す

るおそれがあることなどからみて社会的に是認されるものではなく、違

法性がないとはいえないとした。

　スポーツや遊技への参加の際の加害については、学説において、一般

には、正当行為として、その違法性の阻却が認められるとされてきた。

ただし、それには、社会通念を逸脱してはならない（16）、また、ルール

に従い、かつ被害者の承諾が必要であるといったことも必要とされてい

る（17）。このもと、そこから通常生じうる傷害についてのみ、遊技やスポー

ツに参加している者の被害者の承諾があり、違法性が阻却されると考え

るべきである。そして、承諾から外れる可能性がある領域については、

過失の問題として処理すべきと考えられる（18）。さらに、責任能力なき

未成年者の場合、スポーツや遊技が危険を伴うものであれば、その承諾

の有効性が問題となろう（19）。

　これらの最高裁判決は、責任能力なき未成年者の行為に違法性がなけ

れば、監督者義務者責任が認められないことを示したといえるが、ただ

し、サッカーボール事件では、通行人である全くの第三者が受傷した場

合であり、被害者の承諾の問題とは係わらないので、この判決とは場面

が異なる。

（２）失火責任と監督義務者責任における重過失の考慮

　もう一つの最高裁判決は、責任能力なき未成年者による失火ケース

で、失火責任法との関係で親権者の監督義務者責任が問われた最判平成

7 年 1 月 24 日である（20）。

　（ⅰ）事案の概要と判旨

　小学校 4 年生の男子Ｘらが、付近の子供の間では「お化け屋敷」と呼

ばれていた、荒廃した無人の倉庫に入り込み、多数のブックマッチが詰

められた段ボール箱を発見してこれを取り出し、その場にあったプラス

チック製の容器（洗顔器）内に、その場にあった新聞紙をちぎって入れ、

これに右マッチで火をつけて遊んでいた際、容器の底部が熱で融けて火
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がダンボール箱等に燃え移り、倉庫が全焼した。この倉庫の火災につい

て保険金を支払ったＹが、保険代位して、Ｘらの親権者であるＺらに対

し、損害賠償請求をしたものである。

　原審は（21）、失火責任法と民法 714 条の関係に関し、被用者の失火に

関する使用者責任において、被用者に重過失がある場合には、使用者に

被用者の選任または監督について重大な過失がなくとも民法 715 条 1 項

により賠償責任を負うとする最高裁判例の趣旨と対比すると、監督者に

責任無能力者の監督について重過失がないかぎり免責されるとする見解

は、失火による被災者の立場を軽視するもので、妥当でないとする。さ

らに、責任能力は過失責任主義の論理的前提であり、責任無能力者につ

いては不法行為責任の成立要件である過失や重過失は論理上問題としえ

ないと一般に考えられていることに対しては、責任無能力者の行為につ

いての監督義務者の不法行為責任の成否を考えるにあたっては、無能力

者の行為といえども、その事理弁識能力を前提として、その年齢・能力

相応のレベルを基準に、その行為態様につき、過失に相当するものの有

無及びその軽重を論ずることは可能であるとする。そして、失火による

被災者の利益と、失火者である責任無能力者及びその監督者の利益を比

較衡量し、失火による損害を公平に負担させる見地から、失火責任法と

民法 714 条の関係については、無能力者に、その事理弁識能力を基準に

して、失火につき、客観的に見て、故意又は重過失に相当するものがあ

ると認められる場合には、監督者に不法行為責任が成立するとした。

　これに対し、最高裁は、「民法 714 条 1 項の趣旨は、責任を弁識する

能力のない未成年者の行為については過失に相当するものの有無を考慮

することができず、そのため不法行為の責任を負う者がなければ被害者

の救済に欠けるところから、その監督義務者に損害の賠償を義務づける

とともに、監督義務者に過失がなかったときはその責任を免れさせるこ

ととしたものであり、失火責任法は、失火による損害賠償責任を失火者

に重大な過失がある場合に限定しており」、「この両者の趣旨を併せ考え

れば、責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が発生した

場合においては、民法 714 条 1 項に基づき、未成年者の監督義務者が右

火災による損害を賠償すべき義務を負うが、右監督義務者に未成年者の

監督について重大な過失がなかったときは、これを免れるものと解する
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のが相当というべきである。」とした。そのうえで、「未成年者の行為の

態様のごときは、これを監督義務者の責任の有無の判断に際して斟酌す

ることは格別として、これについて未成年者自身に重大な過失に相当す

るものがあるかどうかを考慮するのは相当でない。」とする。

　最高裁が単純はめ込み説を採るとしたことにより、ＺらにＸらの監督

について重過失がなかったかを審理するため控訴裁判所に差し戻され

た。この差戻審において、責任能力のない未成年者の行為の態様がいか

に評価されているか、以下、判旨を見て行く（22）。

　「Ｘらは一見して他人の所有であり、誰でも出入りすることが許され

ているようなものでないことが明らかな本件建物に侵入した上、付近に

段ボール箱、雑誌、新聞紙など燃えやすい物が置かれていた場所におい

て、段ボール箱の上に置いた盆のような物の上やプラスチック製の洗顔

器の中で、ブックマッチを一本ずつ切り離すことなく、一個ごとに火を

点けたり、新聞紙をちぎって投げ入れるなど極めて危険な態様の火遊び

をした結果、発生したものであるが、Ｘらは他人所有の建物に無断で侵

入し、しかも、危険な火遊びをするようなことが許されないことである

ということは理解し得たはずであると認められるのに、極めて安易に建

物の無断侵入と危険な火遊びという行為をしたものである。したがっ

て、Ｚらにおいて、日ごろからＸらが平素どのような場所で、どのよう

な行動をしているのか、その場所や行動が適切で、危険性のないもので

あるかということに十分注意を払い、右のような点を的確に把握し、そ

の内容に応じ適切な指導、監督を行い、仮にも他人所有の建物に無断で

侵入したり、その建物内で危険な火遊びをするなどという、Ｘらの年齢

の児童でも行ってはならないものであることが容易に理解できるよう

な、違法でしかも危険性の高い行動に出ることのないよう適切な指導、

注意を行っていれば、容易に本件火災の発生を回避できたものというべ

きである。しかし、前記の事実からすれば、被控訴人らは、日ごろから

Ｘの行動を把握し、その内容に応じた適切な指導、監督をしていたもの

とは到底認められないから、ＺらのＸらの監督について、いまだ重大な

過失がなかったとはいえない。」

　（ⅱ）判決の検討

　原審（控訴審）が引用する、失火責任法と民法 715 条の使用者責任の



13

国際関係論叢第 6 巻 第 1 号（2017）

関係についての最判昭和 42 年 6 月 30 日は（23）、失火責任法は失火者そ

の者の責任条件を規定したものであり、使用者の帰責要件を規定したも

のでないことから、失火者に重過失があり、使用者に選任監督について

不注意（軽過失）があれば、民法 715 条の責任を負うとし、学説もこれ

を支持している（24）。そして、原審は、民法 714 条の監督者責任も使用

者責任の場合にならい、重過失は失火者で問題にされるべきであるが、

失火者に責任能力がないことから、事理弁識能力を基準にして、故意ま

たは重過失相当のものがあれば足りるとした。

　この原審の判断については、例えば、①事理弁識能力は、過失相殺に

おける被害者の過失の要件とされるものであり、不法行為責任の成立要

件に係わるものではない、② 10 歳前後の小学生の事理弁識能力を基準

とすれば、たしかに、重大な危険行為を認識することは可能であり、故

意・重過失に相当するものがあったということもできるが、事理弁識能

力のない幼児については、故意・重過失に相当するものは全く観念でき

ず、その結果、事理弁識能力のない幼児の場合こそ、監督義務者の責任

が重要となるはずであるのに、民法 714 条による責任を問えないことに

なる、③「重過失的なもの」を想定することは擬制がすぎるといったこ

とが指摘された（25）。

　これに対し、最高裁は、民法 714 条の監督義務者の免責事由としての

監督義務違反の要件に、失火責任法の趣旨をはめ込み、責任無能力者の

監督について重過失がないかぎり、監督義務者は責任を負わないとし

た。

　また、最高裁は、原審と異なり、責任能力を前提とした過失しか認め

ないという立場をとっている。しかし、責任能力ない未成年者の重過失

に相当する事実は、未成年者の行為の態様として、監督義務者の責任の

判断要素となりうることを示す（26）。

　差戻審の判決において、Ｘらの火遊びの態様と認識は、失火に関する

重過失に相当する事実であり、これと他人の所有建物への無断侵入とそ

の認識を併せ、Ｘらの行動が危険性の高いものと評価されている。Ｘら

は、過去に 2・3 回、親の喫煙用のライターを点け消ししていたがすぐ

に止めていた、また、小学校入学前にライターを手に取ったことがあっ

たことが認められているが、これらのことは、本件についての予見可能
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性とは結びつけられてはいない。そして、予見可能性については特に触

れることなく、一般的な監督義務の問題として、日頃のＸらの行動把握

に基づく適切な指導・注意が行われていなかったとして、監督について

重過失を認めている。

　控訴審判決のように、責任無能力者に重過失相当のものがあればよい

とする見解に対して、前述の批判を回避するため、通常人を基準とした

重過失を論ずべきとの主張も存在する（27）。また、サッカーゴール事件

でも、同様に、過失の客観化の流れのもと、客観的な過失（結果回避義

務違反）を問題にし、本件では、行為者の子に過失がなかったと指摘す

る見解がある（28）。責任無能力者について、過失相当のものであれ、客

観的な過失であれ、過失を問題にする見解は、いずれも、被監督者であ

る未成年者の行為について、責任能力以外は、過失を含め、不法行為の

すべての成立要件を充たすか検討し、それを充足しない場合には、監督

義務者の責任の問題にはならないと解しており、また、これが、従来の

一般的な理解であったといえる（29）。監督義務者責任において、責任無

能力者の不法行為について検討する意味について、従来、あまり意識さ

れていなかったように思われるが、この問題と、監督義務者責任の性質

を、自己責任か代位責任のいずれで解するかということとに関係がある

のであろうか。これについて、４で検討したい。

４．監督義務者責任の性質と判断枠組み　

　民法 714 条による監督義務者責任の性質については、１でみたように、

民法の起草者は、監督義務者が自ら監督義務を怠ったこと（監督上の過

失）に基づく自己責任と考えていた。ただし、それはゲルマン法流の団

体主義的な責任論が、近世のローマ法の個人主義的賠償責任論により修

正を受けたものとされ、また、その後も、「人的危険源」の継続的「管理者」

としての一種の危険責任である、あるいは、家族関係の特殊性に基づく

一種の保証責任であるとの主張がなされたが、これらは、自己責任であ

ることを前提に、民法 709 条より重い責任を課されることの説明として、

そのような責任の性質を持っていると述べているにすぎない。これに対

し、民法 714 条による監督義務者責任を、責任無能力者の不法行為につ
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いて、行為者に代わって監督義務者が責任を負うという代位責任とする

見解も存在する（30）。ここで、なぜ自己の過失によらずに責任を負うか

については、責任無能力者の生活全般について身上を監護・教育すべき

地位に由来する危険源の支配・管理責任であると説明されている。そし

て、このような責任の性質から、免責事由は不可抗力的なものに限定さ

れ、したがって、民法 714 条 1 項但書の「その義務を怠らなかった」こ

とにより免責が認められることは、きわめて稀なことになるとする。

　監督義務者責任の性質論に関し、このように従来理解されてきたが、

近時、代位責任と自己責任について、「過失評価の対象は何か」、「第一

次的責任主体者は誰か」といった観点から、使用者責任、国家賠償責任

も含め、中原准教授が詳細な分析をされている（31）。それによると、代

位責任の概念は従来多義的であり、それを整理すると、まず、過失の評

価の対象を、直接の加害者の行為とするものを代位責任、責任負担者の

行為とするものを自己責任とする。代位責任は、さらに、その責任枠組

みにおいて、直接の加害者を第一次的責任主体とし、責任負担者を第二

次的責任主体とする「間接責任的代位責任」と責任負担者を第一次的責

任負担者とする「直接責任的代位責任」（代位責任でも、責任負担者固

有の帰責根拠がある場合には、自己の行為についてのみ責任を負うとい

う自己行為責任原則と呼ぶべきものが妥当する）に分かれ、自己責任に

ついては、責任負担者自身の過失が問題にされる。

　そして、監督義務者責任において、代位責任を想定すると、監督義務

者と被監督者の間の人的関係は「家族」であり、使用者責任や国家賠償

責任における「組織」とは異なり、被監督者が監督義務者の行為を実現

し、前者の行為の帰結を後者に帰せしめる前提が欠け、自己行為責任原

則の実質的妥当性が認められず、直接責任的代位責任をとることはでき

ない。そうすると、間接責任的代位責任が考えられるが、ここでも、自

己行為責任原則を逸脱していることを説明する必要がある。これについ

ては、直接の加害者である責任無能力者は定型的に賠償資力が乏しく、

それは社会的リスクといえ、家族関係で権威的地位を有する者（責任負

担者）が負担するのが公平であり、それには法定監督義務者が想定され

る。そして、直接の加害者の行為への過失評価は、その者が属するグルー

プを標準とし、また、監督義務者責任は、直接の加害者の責任の成立を
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前提とし、被監督者の責任が別の考慮により免除されることは（被監督

者の責任の民法 712 条・713 条による政策的な阻却）、論理的に問題な

いとする。

　しかし、このような代位責任による構成を積極的に採用すべかは別問

題であり、責任負担者自身の行為への過失評価による場合は、被監督者

の属性や、加害行為の性質・態様等、様々な要素を考慮して、柔軟に監

督義務違反について判断することが可能となる。特に、未成年者事例で

は、加害行為の性質・態様に従った監督が行われればよいとするサッカー

ゴール事件最高裁判決や、一般的監督義務と具体的監督義務を軸とした

過失責任規範の継続形成がすでになされていることにも沿うという。そ

して、代位責任において、行為の独立性を前提にしつつ権威的地位を根

拠に保証責任を課すことは、実質的には、監督義務者が被監督者にその

権威を適切に及ぼすことを要請しつつ、その失敗の結果を監督義務者に

帰せしめるもので、自身が適切な監督をした限りで免責される過失責任

の枠組みとは相容れないものであり、1 つの条文では、いずれか一方し

かとりえないとする。

　以上、中原准教授の見解を概観したが、それによれば、直接の加害者

の行為を判断することは、代位責任によるものとされる。従来、監督義

務者責任は、監督の過失に基づく自己責任であると把握される一方で、

責任無能力者は、責任能力以外の不法行為の要件の充足が求められるこ

とが一般的であり、これは代位責任を想起させる。しかし、たしかに中

原准教授の指摘の通り、両責任は根底にある思想が異なり、1 つの規定

の責任に、両責任の併存を認めることはできないと思われる。それでは、

民法 714 条の監督義務者責任の性質は、監督の過失に基づく自己責任か、

それとも代位責任のいずれかといえば、それは、前者であると考える。

その理由として、責任無能力者といえども、その状況は様々であり、お

のおのの状況に従って監督義務を定めていくことこそが、責任無能力者

の行動の自由の確保に資し、監督義務者の適切な監督の負担にとって望

ましいからである。これを具現化するのにふさわしいのは、監督義務に

関する検討の位置づけを、代位責任の免責事由というような例外として

捉える後者ではなく、責任要件の正面に据える前者であるといえる。

　つぎに、従来の学説や判例が、監督義務者責任を自己責任と解してい
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るにもかかわらず、監督義務者の義務違反とは別個に、被監督者である

責任無能力者について責任能力以外の不法行為の要件の充足を求めてい

たことの意味が問題となる。それは、代位責任をなにかしら反映させた

結果ではなく、窪田教授が述べるように（32）、直接の加害者である責任

無能力者に、そもそも、過失や違法性がなければ、単に民法 709 条によ

り不法行為が成立しないことから、民法 712 条の適用による責任無能力

者の免責を前提とした民法 714 条を適用する前提として、責任能力以外

の不法行為の要件充足の検討が必要とされてきたものと思われる。はた

して、このような判断は妥当なのであろうか。

　まず、ここで、責任無能力者の過失を取り上げ判断することは、それ

を、過失相当のものとするにせよ、また、客観的な過失を問題にするに

せよ、技巧的な判断に思われる。さらに、直接の加害者である責任無能

力者の不法行為としてとりこまれる行為と監督義務者の監督義務を定め

るにあたり考慮される責任無能力者の行為態様の範囲が問題になると考

える。この点、一般の不法行為ではなく、失火責任法の適用が問題となっ

てしまうが、３（２）でとりあげた失火事件の判決を例に考えてみたい。

本件での責任無能力者の不法行為に該当するものは、損害で直接の原因

になっている火遊びの行為で判断することになろう。これに対し、差戻

審で、監督義務を検討する基礎となる危険な行為として評価しているの

は、火遊びだけではなく、他人の建物への無断侵入が加えられている。

両責任は、責任主体も、その内容も異なるものであるから、責任無能力

者の行為がどこまで考慮されるかについて異なっていても、それ自体は

問題はない。監督義務者責任は、被監督者に対する監督に過失があった

ことによる監督義務者の自己責任であるとみるのであれば、被監督者が

損害を発生させていれば（被監督者の行為と損害との間に因果関係さえ

あれば）、たとえ、被監督者が責任能力以外の不法行為の要件を充足し

なくとも、理論的には、成立しうるはずである。また、損害に直結した、

被監督者のごく限定された行為での不法行為の不成立を理由に、監督関

係に基づき、上記の被監督者の不法行為の判断より幅広い事情を考慮し

た危険評価のうえ措定される監督義務の違反が問われるはずの監督義務

者責任に入らないまま責任の検討を打ち切るということに問題がないと

はいえず、検討の余地があると思われる。以上から、監督義務者責任に
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ついては、監督義務者の監督上の過失に基づく自己責任であり、それを

前提とすると、責任無能力者の不法行為については、独立して検討する

のではなく、サッカーゴール事件最高裁判決のように、責任無能力者の

行為の態様等について、その他の客観的事情とともに、監督義務を措定

するにあたり考慮すべきであると考える。

　おわりに

　サッカーゴール事件は、責任能力のない未成年者の親権者に、監督義

務を尽くしたとして、最高裁が、はじめて、その免責を認めたものであ

る。子の態様等に応じた指導・監督が認められるとし、その直接的な監

視下にない子の行動について、通常は人身に危険が及ぶものとはみられ

ない行為によって偶発的に、人身に損害を生じさせた場合には、通常の

しつけを行っていれば、原則として、監督義務を尽くしたといえるとし

た。この判断自体は妥当ではあるが、訴訟になるものでこれに該当する

ケースは非常に限られるであろう。この基準と接続する形で、それ以外

のケースについて、判断基準が提示されていくのか、それとも単なる事

例判決で終わってしまうのか、今後も裁判例の動向を見ていきたい。

　また、最高裁が、親権者の監督義務の判断のなかに、未成年者の態様

や客観的に状況等を考慮して、監督義務者責任を判断したことについて

は、４．述べたように、監督上の過失による自己責任と構成することと、

理論上整合していると考える。今後、制度の改正も念頭に、責任無能力

者の不法行為と監督義務者責任の意義についてさらに検討が必要であろ

う。
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[ 要旨 ]

　未成年者に責任能力がなく、民法 712 条により、賠償責任を負わない

場合、民法 714 条 1 項により、その親権者は、その監督義務を怠らなかっ

たことを証明しない限り、責任を負う。従来、このようなケースで、親

権者が監督義務を尽くしたとして、その責任を免れた裁判例はほとんど

存在しなかった。しかし、近時、最高裁は、サッカーボール事件判決

（最判平成 27 年 4 月 9 日）で、未成年者の親権者について、監督義務の

怠りはなかったとして、その免責を認めた。本論文では、本判決を分析

するとともに、これと照らしつつ、監督義務者責任の過去の裁判例を再

検討する。さらに、自己責任か代位責任かといった監督義務者責任の性

質論に関する近時の議論も踏まえ、監督義務者責任の判断枠組みについ

て、自説を提示する。

キーワード : 責任無能力者の監督義務者の責任、責任無能力者の監督者

責任、責任無能力者、サッカーボール事件
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Liability of Person with Parental Authority Obligated to 
Supervise a Minor without Capacity to Assume Liability

SUZUKI Miyako

　

  In cases where a minor without capacity to assume liability is not liable (Civil Code 

§712), the person with the parental authority obligated to supervise the minor without 

capacity to assume liability shall be liable to compensate for damages that the minor 

has inflicted on a third party, unless the person with the parental authority proves 

that he performed the obligation to supervise the minor (Civil Code §714 (1)). On 9 

April 2015 Japan's Supreme Court ruled that the parents performed the obligation 

to supervise their child and they were not liable in Football Case. This Supreme 

court decision is different from the precedents, therefore they are to be reviewed. In 

addition this article analyzes the recent discussion on whether this liability is based on 

self-responsibility or on vicarious responsibility and presents a new framework of this 

liability. 

Keywords: Liability of Person Obligated to Supervise a Minor without Capacity to 

Assume Liability, Person without Capacity to Assume Liability, Football 

Case


